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「遺言なんて、縁起でもない！ 

 自分はまだまだ死にませんよ」 

終活で身辺整理は済ませても、遺言作成はまだ

先、とお考えのかたは多いかも知れません。 

 

しかし、人生いつ何があるか分かりません。 

遺言書を作成して、自分の財産をどう処分した

いか、意思表明しておきましょう。人生をきれ

いに終うために、重要なことです。 

1. 遺言は争族対策に有効！ 

 

2. どんな人が遺言を作成すべきか？ 

 

3. 遺言書の種類（改正） 

 

4. 作成上の注意点 

 

 

終活の要は、遺言書作成！ 
～改正点を踏まえて～ 



 

 

（１）遺言は争族対策に有効！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）どんな人が遺言を作成すべきか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   
上記①の子供がいない夫婦のケースで夫が死亡し、相続人が「妻」と「夫の兄弟で」ある場合 

 
■遺言書なし ⇒ 妻の法定相続分 3/4、兄弟の法定相続分 1/4。 
         兄弟と遺産分割協議を行う必要がある。預金や不動産の名義変更に全員の 
         判子が必要。 

 
 
 
 
 
 
■「全財産を妻に」との遺言書あり ⇒「遺言書の内容は、法定相続分より優先される。 

兄弟には遺留分（注）がないので妻は全財産を取得で

きる。 

  (注)遺留分とは、兄弟以外の相続人について、その生活保障を図るなど 

の観点から、最低限の取り分を確保する制度。 

【相続人同士の遺産分割協議が難航しそうなケース】 
①子供がいない夫婦で配偶者の他、親または兄弟姉妹が相続人となる場合 
②事業を承継する子に特別に多く財産を与えたい場合 
③内縁の妻や認知した子がいる場合 
④財産を与えたくない子がいる場合 etc. 

 
【相続人以外の第三者に財産を渡したいケース】 
⑤相続人ではないが、お世話になったひとに財産を渡したい場合 
⑥財産を公益事業に寄付したい場合 etc. 

. 

 
■遺言によって財産の分け方の指示をしておけば、残された相続人同士の争いを回避できます。

 
■遺言書で、誰に、どの財産を渡すかを明らかにしていれば遺産分割協議の必要がなくなるの

で、財産を受け取る人を受ける人が早期にスムーズに財産を取得することができます。 

妻の 

生活が守られる！ 

大変・・・。 



 

 

（３）遺言書の種類（改正） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

（４）作成上の注意点 

 公正証書遺言 自筆証書遺言（旧） 自筆証書遺言（新） 

作成方法 ①公証人による口述筆

記 

 

②2 名以上の証人の立ち

会い必要 

 

 

 

 

①本人が全文自筆で書

く 

ワープロ・パソコン不

可 

⇒手続きが面倒 

 

②証人不要、本人が単

独で作成できる 

①本人が全文自筆で書

く 

財産目録についてはワ

ープロ・パソコン可能

に 

通帳のコピーも可能 

 

②証人不要、本人が単

独で作成できる 

保管場所 公証役場 自分で保管 法務局 

費用 数万円ほど（財産額に

よって変わる） 

不要 数百円の印紙代のみ 

遺言書の安全性 

 

  

公証役場が保管するの

で安全 

 

第三者による改ざん、

破棄、未発見のリスク

あり 

 

法務局が保管するの

で安全 

家庭裁判所の検認 不要 

 

必要 

⇒相続手続きまでに時

間がかかる 

不要 

■以下の場合は、遺言が無効となってしまいます 
 ①民法で定める形式に沿っていない遺言・・・民法の改正により、財産目録をパソコンで作

                      成した場合でも、各ページに署名・押印がな

                      いと無効となります。 
 ②遺言能力のない者がした遺言・・・・・・・遺言作成者が認知症である場合は、遺言書の

有効性が問題となります。 
 ※民法の改正により、自筆証書遺言の作成が手軽になりましたが、無効となってしまっては、

  元も子もありません。やはり、公証人に作成してもらう公正証書遺言のほうが安全でおす

  すめです。 
■遺留分に配慮する 
 遺言書が遺留分を侵害していたら遺留分の減殺請求という争いが生じる可能性があります。

 この場合は、遺言書に付記書きをして、その理由を書いておきましょう！  

2019 年

1月13日

施行 

2020 年

7月10日

施行 



 

 

 


